
中山間地域等直接支払制度（第５期対策）対象地域

令和５(2023)年４月１日現在

※対象地域の指定

旧市町村単位で指定
（昭和25年２月時点の市町村の区域）

中山間３法指定地域

特定農山村法
山村振興法
過疎法

農林統計上の中山間地域

法指定地域に接する農用地
を持つ旧市町村

知事特認地域


